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昨年 6 月安倍政権によって「働き方改革関連法」が成立し、本年 4 月から施行される。2005

年日本経団連が「労働時間規制緩和」ホワイトカラーエグザンプションを提言、第一次安倍

政権が法案提出以来、数度にわたり成立が拒まれてきた労働法改悪が成立した。労働者保護

の基盤・労働基準法の根幹である労働時間規制を無力化し、また雇用身分での格差の固定化

する悪法である。昨年の国会審議においても、長時間労働実態の統計データ捏造が露見する

など杜撰な内容は明らかになったが、強引な強行採決によって成立した。過労死・過労災害

を許さず 8 時間働けば安心安全な生活ができる労働時間規制の強化を目指し、取り組みを継

続しなければならない。同時に、本年 4 月 1 日以降施行される関連法について、利用すべき

は利用して職場での闘いによって可能な限り労働者・労働組合が労働時間規制に介入するこ

とが重要である。  

時間規制を否定する高度プロフェッショナル制度は、労使協定による合意が必要であり、

職場の労働組合活動によって導入を拒否できる。過労死ライン 100 時間の残業を容認する特

別条項は、36 協定の締結により認められることになる。月 45 時間年 360 時間を超える時間

外労働に対する罰則が初めて明文化された。労働者代表、多数組合の意見添付が必要な 36

協定を巡り、労働時間規制へ労働組合の積極的に関与が問われる。同一労働同一賃金につい

ても、法的拘束力はないが厚労省ガイドラインにより労使協議の基準ができる。不十分な法

規定を克服するため、協定当事者である労働者、労働組合の取り組みによって労働時間規制、

労働者の要求による本格的な時間短縮、健康安全管理を強化することを目指したい。  

 

з ⅝ ⁸↓↓⅜ⱳ▬fi♩  

 

36 ⅜ │ ה ─  

高度プロフェッショナル制度は、労使委員会・労使協定が必要であり、労働組合の力で導

入は阻止する。そして、従来、36 条協定締結による時間規制の違反は、行政指導の対象とさ

れ法的罰則がなかった。しかし、今改定により、月 45 時間・年間 360 時間は協定で特例を

認めなければ罰則付きで使用者に強制される。これに伴い 36 協定の提出様式が変更され、

一つは法定上限（月 45 時間年 360 時間）を守る様式 9 号、もう一つは上限を越え 1 か月 100

時間未満、2～6 カ月月平均 80 時間を容認する特別条項を入れる様式 9 号の 2 となる。特別
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平賀  雄次郎（全国一般全国協議会委員長）  
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条項は義務ではない。拒否できる。残業が常態化している職場の現実では、36 協定の締結・

更新は労使の定例作業であり半ば自動更新されている例が散見される。労働基準監督署の指

導も新たな様式での提出を求めるだけであり、現実には 2 つの様式が必要だとして労働側に

同時に調印を求められる事態が発生している。過半数組合がない場合でも、労働者代表が協

定調印する必要がある。36 協定に労働側の同意調印がなければ時間外労働そのものができな

い、命じられないという法の原則に立ち返り、労働組合の厳しいチェック、力を背景にした

取り組みが必要だ。初歩的な問題とはいえ、職場労働者の認識喚起によって労働時間規制の

重要性を訴える機会となる。  

また、中小職場の労働組合では少数組合が多い現状があるが、協定調印のための労働者代

表の選出に取り組むことも重要だ。これまで未組織職場や少数組合職場では使用者が指定す

る労働者が労働者代表になる現状がある。この是正について、従来労基署の行政指導が行わ

れていたが、明文規定はなかった。しかし今回法改定に伴い上記協定様式の厚労省の記載例

に「労働者の過半数を代表する者は・・監督又は管理の地位にある者でなく・・使用者の意

向に基づき選出されたものでないこと・・これらの要件を満たさない場合には、有効な協定

にはならない」と明記された。労働者代表の民主的選出を通じて職場活動を強める機会であ

る。  

ה ─ ≢─  

一方で、中小企業職場とりわけ交代勤務職場や運輸関係職場などでは、人出不足・低賃金

による労働強化が続いている。月 45 時間・年 360 時間での規制では業務が進まないとされ

る現実もある。当然のこととして、残業規制の強化は適正な要員確保・人員補充と表裏一体

として取り組まなければならない。可能な限りの人員確保を求めつつ、特別条項による特例

時間は可能な限りの短時間規制が必要だ。賃金・労働条件改善と残業規制の一体的取り組む

職場闘争の強化が課題となる。  

─ ⌂≥ ⌂─ ╡ ╖  

今回改定では、年間 10 日以上の年次有給休暇付与者に対して 5 日の計画消化が可能とな

る。年休消化率が低迷している現実を前提にした対策である。しかし、有給休暇は自由使用

が前提であることを踏まえれば、自由行使の権利を狭めることになる。計画年休には労働者

本人の同意が求められていることを踏まえて組合員・労働者への関心を喚起したい。その上

で、長期の病気休暇制度が存在せず年次有給休暇のみで対応せざるを得ない現状について、

長期の病気障碍休暇制度・リフレッシュ休暇の拡充・確立などへの政策転換こそ必要である。  

ה ─  

ハラスメントの横行が問題視される中、メンタル疾患・障碍防止に向けて安全衛生法の改

定もおこなわれる。残念ながら具体的防止策に寄与できる内容には程遠いものであるが、安

全衛生委員会設置・ストレスチェックをはじめ「雇用形態を問わず 50 名以上の事業所に適

用」されると明記された。職場の組合活動には不可欠の課題であろう。  

⌐ ╦╠⌂™ ⌂ ה ─ ●▬♪ꜝ▬fi⌐╟

╢  

今回、「不合理な待遇差の禁止」「ガイドラインによる待遇差の明示」「待遇について説明義

務の強化」が明示された。職場での点検チェックを通じて非正規労働者の労働条件改善にと
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もに取り組む職場活動のチャンスである。ガイドラインの不十分さを、この間の郵政労契法

２０条裁判大阪高裁判決、同東京高裁判決、メトロコマース東京高裁判決、大阪医科大学大

阪地裁判決など到達水準を共同で確認しつつ職場闘争に取り組む必要がある。  

≢─ ─ ─ ╡ ╖  

法改定の常として、大企業・中小企業への適用格差（使用労働者数・資本金）がある。今

回もメインの時間外労働上限について３０0 名以下の中小企業への適用は来年 2020 年 4 月 1

日、60 時間以上の時間外割増率 50％は 2023 年 4 月 1 日から適用とされている。企業間格

差是正、基本法としての労基法確立のために、社会的運動として一斉適用に向け労働組合の

取り組みが問われている。職場・地域からの大衆的取り組みの実現の機会としていこう。  

 

и ≢ ╘╟℮ ₈ ⅝ ♅▼♇◒ ₉ ─ ╡ ╖  

 

─ ≤  

19 春闘は、上記の取り組み課題の再スタートのときだ。職場労働者の生活と労働条件と実

態の再調査・職場現場からの点検と活動再構築を取り組んでいく。そのために全国一般全国

協は「職場で始めよう！『働き方』チェック！」リーフレットを作成し、職場闘争の武器に

と 全 組 合 員 へ の 配 布 ・ 学 習 に 取 り 組 ん で い る 。（ リ ー フ レ ッ ト は 労 運 研 ホ ー ム ペ ー ジ

https://www.rounken.org/ に電子文書ファイルとして掲載）。  

今後、職場の現状に即した改訂版も適宜発信することにしている。労働時間・非正規均等

待遇を巡る攻防は、まさにこれから始まる。そして私たちの闘う力は、職場労働者の要求と

組織力にある。  

 

 

 

全日本建設運輸連帯労働組合（連帯ユニオン）の呼びかけで、「関西生コン弾圧事件・緊急

報告集会」が開かれた。２月８日、１８時３０分、全水道会館（東京）の大会議室は、立ち

見も出る満席（２００人）の中で始まった。  

冒頭に報告が２本あった。①小谷野書記長から、「権力弾圧事件の概要と特徴」、②弁護士

の海渡雄一さんから「大阪現地調査の報告」。小谷野書記長は、「ゴーンとは比較にならない、

長期拘留は６か月続いている。不当な接見禁止、今すぐに解除すべいだ。ストライキをした

ら逮捕される。憲法２８条で保障する労働組合法をねじ曲げている。『仲間たちをただちに保

釈せよ』強く訴えるものであると訴えた。  

そんな最中、2 月 5 日、早朝 5 時に関西生コン支部への刑事弾圧が発生したことを紹介さ

れた。弾圧は、滋賀県警で起きた。県警は役員・組合員 13 名の自宅を家宅捜査され、「恐喝

未遂」の容疑で逮捕した。さらに、長期勾留されている 3 名を再逮捕。役員・組合員 16 名

 

◖fi ה  
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が不当に逮捕されました。 この滋賀県警・検察・裁判所が連携した不当な刑事弾圧が続いて

いる。小谷野書記長は、「怒りをもって抗議」すると訴えた。  

こ の 事 件 は 、 産 経 新 聞 の 朝 刊

（2019 年 2 月 5 日）で、組合員

の自宅家宅捜査や逮捕前の記事が

掲載された。権力がマスメディア

を使ったキャンペーンが続いてい

る。これは、昨年の滋賀県警によ

る威力業務妨害事件のときも同様

に産経新聞の朝刊（2018 年 11 月

27 日付）にも掲載された。大阪の

現地を訪れ、肌で弾圧の厳しさを

知った海渡弁護士は、「マスコミな

どの報道は、検証もおこなわずに、警察発表をそのまま、垂れ流しに載せる、権力とマスコ

ミの癒着構造は明かだ」と指摘した。  

報告を受けた後は、８人から報告を受けた。「仲間の保釈金は１００万円単位。支援が無け

れば保釈もされない」（宮里弁護士）、「団結しないと資本に勝てない。憲法の下にストライキ

権もある。不当弾圧に抗議する」（平和フォーラム藤本共同代表）、「関西生コンの闘いは弾圧

に抗した闘い。中小企業の利益を追求してきた。経団連を筆頭に警察権力と一体に労働組合

の解体を狙うものだ」（中岡全労協事務局長）、「沖縄の地区港湾労働者４００人が自衛隊の不

許可入港に抗議してストライキに入った。厳しさの中で勇気ある行動」（松本全港湾役員）。  

昨年の９月のストライキで、「威力業務妨害」のでっち上げで逮捕された。「不当弾圧」に

抗して闘う関西生コン支部組合員２人が駆け付けた。２３日間拘留され、期限が切れる寸前

に別件で再逮捕され、さらに２２日拘留された。どっちも起訴されて４５日間の拘留になっ

た。なんとか保釈されたが、保釈金は２００万円、別件が５０万円。大金の２５０万円にな

り、皆さんのご支援をお願いします。私たちはまっとうな組合運動をしているだけ、平和と

民主主義、働きやすい職場をつくろうと闘っている。そんな関西生コンの運動を理解する拡

散をしてほしい。私たちの無実と未だ拘留されている仲間の保釈を求め頑張る決意です。よ

ろしくお願いします」と決意を語った。  

最後に中央執行委員長の菊地進さんが集約をした。「関西生コン支部への攻撃が続いていま

す。私たちは、共謀罪を先取りする弾圧に、くじけず闘い続けます。不当に拘留されている

仲間を取り戻す闘いに全力をあげます。３つの取り組をします。➀不当弾圧反対の団体署名。

➁地裁、労働委員会に「接見申し立て」をします。皆さん団体の協力をお願いします。➂闘

いの多大な費用にカンパ協力。弾圧の背景に安倍政権があります。弾圧粉砕と政治を変える

ことは一体の闘い、選挙に勝利する。私たちの運動は正しい、自信を持って皆さまと団結し

て闘い勝利をします。頑張りましょう！」会場を大きな拍手が鳴り響いた。  

 

─ⱱכⱶⱭכ☺ http://www.tu - rentai.org/ ⌐ ◖fi ─ ⅜

↕╣≡™╕∆⁹  
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●これは 2019 年 2 月 12 日に行われた【  “図書館司書のストライ

キ ” を 掲 げて  練馬 区立 図 書 館 専門 員 労働 組合  経 過 報告 会 】に お

いて配布した冊子内容から、読み上げ用に再構成したもの です。  

 

╖ →  

 

「宣言」をいたします、などと申しておりますが、何か大それたことをしてやろう、大き

なことを言ってみようなどというような気持ちは無いのです。  

ただ、今回の私たちの行動が、思いのほか大きな反響を呼び、様々な方に知っていただく

ことになりました。応援する、と言って下さるかたも、しない、と仰るかたも、どちらにし

ろ「何かを言う」ということは、心に刺さる、刺さるまでいかなくともその人の心に留まる

何かがあったからだと思っています。そして、人の心にさざ波を立ててしまい、あれはどう

なった、その後どうした、と考えて下さるかたがいるのなら、これこれこうなりました、そ

して、私たちはこんなふうに考えています、ということを申し上げる機会を作らなければな

らない、と思うようになりました。それが本日のこの会です。沢山のかたにお集まりいただ

き感謝申し上げます。  

 

今回私たちが最も心を砕いた、そして気にかけたのは、図書館専門員の雇用の問題を前面

に出した活動が、果たして区民や利用者の皆さんの理解を得ることができるのか、というこ

とでした。署名活動を始めたのは広く区民・利用者の皆さんに問題提起し理解を求める為で

したが、自分たちの利益の為だけに要求を声高に叫んでいると思われて批判を浴びるのでは

ないかという不安が、どうしてもありました。  

しかしながら、私たちの問題は果たして、私たちだけの、この一自治体の非常勤職員 57

人だけの問題なのでしょうか。  

 

東京 23 区の自治体は司書職採用をしなくなって久しく、資格を取得し司書の仕事をした

くとも、「正規職員」として 23 区の図書館に採用される道は閉ざされています。「司書職」

を目指す人は自治体の非常勤職員か、指定管理者館の司書として企業に採用されるほかに道

はありません。利用料金を徴収できない公共図書館に民間企業が参入して企業としての仕事

をすれば、利益を生むために削ることができるのは、その多くが人件費だと言われています。

ϫνỞ ₮ ᵡᶯ⌠ ΰ  
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人件費が削減されるということは実態に見合わない報酬で働かざるを得ない人が増えるとい

う事に他なりません。  

私たちの身に起こっている事態だけでなく、図書館という労働の現場で起きている状況に

ついても世間に広く問うていくことが重要だと私たちは早くから考えていました。そしてこ

のことを区民の皆さん、利用者の皆さんに知ってもらうことで、公共図書館に指定管理者制

度が導入されるということがどういうことなのか、たくさんの人に考えてもらいたいと思い

ました。  

「私たちは練馬区の図書館で働きたい」、「この職場と仕事を奪われたくない」、「私たちは

図書館の役に立ってきた。これからも役に立ちたい」。  

そう思うことは図々しいことでも我が侭
わ が ま ま

なことでもないはずだと知るためには、何より共

感や共鳴という心で、たくさんの人に後押ししてもらうしかないと思い区民、利用者の皆さ

んとの交流会も開催しました。私たちにとって、この会がひとつの自信になったことは、冊

子にも記載してありますが、自画自賛ですがこの会は本当に私たちにとって宝物のような会

になりました。私たちの仕事や存在を知って貰う機会になりましたし、公共図書館司書の仕

事について皆さんに理解してもらうきっかけにもなったと思っています。  

 

私たちは図書館業務に根幹と非根幹があるとは考えていません。カウンター業務も、選書、

除籍業務も、レファレンスも、子供や乳幼児向けのお話会も、各種事業も、何もかも、ひと

つながりの図書館業務です。総てが図書館の大切な仕事です。何かひとつやっていれば良い

というものではありません。そして、公共図書館にとって、日常的に利用者と接する窓、世

間に開かれた大きな目である「カウンター」に立つことは、私たち司書が図書館業務を理解

するために、無くてはならない仕事です。カウンターは私たち司書の大切な舞台なのです。

図書館の仕事は、本が好きであること以前に人が好きでなければできないものです。司書な

ら誰でも、「良い本」が人の心に新たな「良いもの」「佳い風」を吹き込み、人を育て、人の

命を救うことを知っていますが、その「良い本」を届けるためには人間が好きでなければな

りません。子供のときに本の栄養を沢山もらったひとは、その先の人生で何か絶望するよう

なことが起こっても、つまずいても傷ついても、必ずそれを乗り越える力を得ている、持っ

ている、と私たちは知っています。それは大人だって同じです。人はパンだけでは生きられ

ない、お金がたくさんあってもそれだけでは本当に幸せにはなれない、本の魅力を知ってい

るひとはそのことも理解しています。その本を人さまに届けたいおせっかいをしたいのが私

たちです。図書館の門を潜
く ぐ

った総ての利用者に、とにかく「何か良いものを持ち帰って欲し

い」という思いで、いつも仕事をしています。  

それほど重要な役割を持つカウンター業務ですが、区が「付帯的」で「付随的業務」であ

ると考えて軽視していることは明白でした。だからこそ最初にカウンター業務を民間事業者

に任せる発想が生まれるのです。  

「カウンター業務」は区が考えるような「非根幹業務」ではない。カウンターを知らずに、

カウンターで働かずに、公共図書館業務を語ることはできない。  

私たちはそう考えてこの闘いを闘ってきました。  

こんなに素晴らしい仕事を続けるのがこれほど困難な時代が、これほど難しい社会があっ
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て良いものでしょうか。  

今の職場に、今の働き方に疑問を感じる司書がいるとしたら、どうか私たちの闘いを思い

出してください。私たちは特別な能力をもった図書館員ではありません。日本全国どこにで

もいる、ありふれた、ただ図書館で働きたいだけの非常勤の女性たちです。今回の「闘争」

を通していろいろな人から「声を上げられない人が全国にたくさんいる」と聞かされました。

声を上げられない事情は様々でしょうが、「あの人たちにできたのだから私たちにも何かでき

るかも知れない」と思ってもらえたら、これ程幸せなことはありません。私たちも、まだま

だ道半ばです。  

 

何故これほど全国の図書館に非正規職員が増えたのか、日本の公共図書館業務を非常勤職

員の司書に任せきりで良いのでしょうか。地域の知の拠点であり、サードプレイスとして年々

注目が集まる公共図書館を、経験とスキルを併せ持った自治体の正規職員に安定的に担わせ

ることこそが、地域住民や利用者への本当のサービスではないのでしょうか。非常勤職員に

スキルと経験だけ積ませ、何十年も安い報酬で雇い続けてきたどんな自治体にも、区民市民

のためになる図書館への賢明なビジョンがあるとは思えません。  

 

これは 1998 年 3 月 4 日、練馬区図書館協力員労働組合結成大会において発表された結成

宣言です。読み上げてみます。  

“私たちは「健康で安心して働きつづけられる職場」「明るい働きがいのある職場」「誰で

も健やかに暮らすことのできる地域」をつくることを目指して、練馬区職労や図書館分会、

そして自治労の全国の仲間とともに歩んでいくことを、本大会の名において宣言します。”  

この宣言からちょうど 21 年、ここから更に一歩進めて、私たち練馬区立図書館専門員は

もう一度、今度は全国の図書館員に向けて、新たな「宣言」をしたいと思います。  
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最低賃金大幅引き上げキャンペーンは、2 月 25 日、

厚生労働省で記者会見を行い「地方最低賃金審議会

公開度ランキング」を発表した。はじめに、最低賃

金大幅引き上げキャンペーン 2019 の河添さんが「４

７都道府県すべての地方最低賃金審議会の議事録を

取り寄せ調べたところ、都道府県によって、公開の

され方にきわめて大きな違いがあることがわかった

ので、地方最低賃金審議会公開度ランキングを作成

した」と会見の趣旨を説明した。  

 

ỵ л ∩ Ы Ԍ  
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続いて、にいがた青年ユニオンの山崎さんが、「最低賃金

の 引 き 上 げ を 求 め て 、 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 に 意 見 書 を 提 出 し

た り 、 意 見 陳 述 し て も み た が 、 具 体 的 な 金 額 審 議 は 非 公 開 の

専 門 部 会 で 行 わ れ 、 そ れ ら が ど う 議 論 さ れ た か わ か ら な か っ

た 。 地 域 に よ っ て は 審 議 会 議 事 録 が 労 働 局 ホ ー ム ペ ー ジ で 公

表 さ れ て い る 。 し か し 、 議 論 の 途 中 で 委 員 ら が 離 席 し て 調 整

する場面もあり、すべてを知ることはできない。そこで、議

事 録 を 公 表 し て い な い 他 の 都 道 府 県 で は 、 ど の よ う に 議 論 さ

れ て い る の か 知 り た い と 思 い 、 2017 年 度 地 域 別 最 低 賃 金 を 決 定 し た 全 都 道 府 県 の 地 方 最低賃金

審議会の議事録を  2018 年  2 月に情報公開法に基づき請求した。速やかに手続きされ資料が届

いたところもあるが、最も遅いところは  2018 年  5 月 に届 い た 。 議 事 録 を 読 むと 、 議 事 録 の 記 載

のされ 方がま ちま ちで あるこ とに気 づい た。 また、 明らか に黒 塗り が不要 である 部分 にま で、不

開示部 分が ある 議事 録が何県かあった。不開 示の部 分に つい ては 、 行政不 服審 査法 に基 づ いて 、

た だ ち に総 務 省 情 報  公 開 ・ 個 人 情

報 保 護 審 査 会 に 開 示 請 求 し た 。 審

査 の 結 果 、請 求 は ほ ぼ 認 め ら れた。

青森分を除く 1 道 3 県の議事録が

送られてきたのは、2019 年 1 月で

あった。最低賃金額がど う決定され

たか、議事録を読 んで理 解してから

異 議 申 出 を し た い と 思 っ て い た が 、

結 果 的 に 意 見 を 述 べ る 機 会 を 失 う こ

と に な っ た 。 そ こ で 、 各 審議会の公

開度ランキングをつ く る こ と と し

た」と動機と経過を述べ、「①会議

が公開されている か、② 議事録が作

成されているか、③関係 労使の意見

を広く聴いている か、④ 議 事 録 に 記

載 さ れ た 労 使 委 員 の 主 張 が 明 瞭 か 、

⑤ 議 事 録 の 公 開 が 適 切 に 行 われて

いるか、といった点を議事録から総合

的に 評価 し て点 数化 し 、 2017 年 度  

47 都 道 府 県 地 方 最 低 賃 金 審 議 会

の『公開度ランキング』を作成し

た」と評価方法を説明した。  

 さらに、郵政ユニオンの浅川さ

ん、生協労連の渡辺さんが非正規

労働者の実態を報告した。  
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Ẽ ╕╝╖（練馬区立図書館専門員労働組合）  

 

私の原体験のひとつはメーデーの光景です。父が小さな会社の労組委員長を長く務めてい

て、物心ついたときにはもうメーデーは「楽しいお祭り」として知っていました。すし詰め

の西武線で多摩湖畔に出かけるのですが、会場に到着したらもう一歩も歩きません。一日中

誰かの肩の上に乗って、お菓子は食べ放題、風船は貰いたい放題、子供には天国でした。家

とは違う父の様子も不思議でしたし、父の同僚の綺麗なお姉さんたちと遊ぶのも楽しみでし

た。  

ですから、21 年前に自分たちの組合を立ち上げようという段になったときも、躊躇も迷い

もありませんでした。浅薄な理解ながら、組合は「自分たちを守るもの」、「生活を良くする

ためのもの」ということを知っていたのです。  

今回、全国の先輩諸氏にお会いできて、大きな問題の数々を目の当たりにし、衝撃を受け

るとともに、皆さんの真摯な活動に非常に感銘を受けました。組合活動に意味を見出さない

ひとも少なからずいますが、私たちのように組合があったからこそ職が守られ命永らえた、

と実感しているものにとっては、長く活動をしてきたひとたちは、闇のなかで出会う灯りの

ように尊く輝く存在です。私の父はもう年寄りで闘士の面影はなく、肩車してくれたおじさ

んたちも殆どが鬼籍に入りましたが、当時の彼らの思いや心が脈々と続いていまも全国に息

づいている、そう確認できたことは私たちの活動への強力なエールにもなりました。勝手に

「困ったらあそこにいた皆さんに相談しよう」「あの人たちならきっと助けてくれる」そんな

ことも思っています。僭越ながら「これからも一緒に頑張っていきましょう」と言わせてく

ださい。本当に有難うございました。  

 

Ẽ○♬כꜟ  （練馬区立図書館専門員労働組合）  

 

 私は、5 年前に今の職場に入って、生まれて初めて「組合」に加入しました。入って最初

の定期大会で「団結ガンバロー」を目の当たりにし、「うわー！組合っぽいな！」と衝撃を受

けたくらいに、組合というものに免疫がなかったと思います。  

 以前働いていた自治体の図書館では、数年のあいだに全館指定管理化の波が押し寄せ、私

達非常勤職員は、指定管理受託者に雇用されるか、別の場所で新たな職を探すかという選択

を強いられました。非常勤職員の組合加入率は低く（私も入っていませんでした）、当局との

交渉の機会もなく、まさに、今回の集会の中で話されていたような、「当事者抜きの妥結」に

より、私達の運命は決まってしまったわけですが、当時はそのことすらも知りませんでした。

 

7 ⌐ ⇔≡  
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無知だった自戒をこめて、あのとき、きちんと組合があり、今の練馬のように闘えていたら、

もう少し結果は違ったのだろうかと、時々考えることがあります。  

 今回はじめて討論集会に参加させていただいて、全国さまざまな職種、現場で、人間らし

い働き方を求めて奮闘している人々がいること、また、こうした問題を、働く者の尊厳の問

題として、立場の違いを超えて支援し続けてくださっている皆さんの存在を知ることができ

ました。終わりの見えない闘いに、なぜ骨身を削ってそこまでできるのだろうと、驚嘆して

ばかりなのですが、「同じ人間同士」という正義感や他者への自然な敬意といったこころざし

もさることながら、すべての労働問題は、まわりまわって自分たちの問題だ、ということを、

仲間たちとの切磋琢磨を通じて、知っていらっしゃるからなのだなあ、と感じました。  

 そして、やはり「自分たちには権利がある」と知ることの大切さです。今ほど、それが必

要とされている時代はないのではないでしょうか。私も、今回学んだことを、周りの人たち

にちゃんと伝えられるよう、小さな力ですが頑張っていきたいと思います。  

 

Ẽ （自治労・兵庫県本部）  

 

初めて労運研全国討論集会へ参加したため、意外に民間からも多くの参加があることに驚

いた。  

分科会では「差別賃金、長時間労働をなくす闘い」に参加したが、教組の参加者から、学

校現場におけるブラック残業の実態と解決に向けた給特法見直しなどの課題、そして私から、

時間外労働に焦点を絞って、今の自治体労働者の時間外労働に対する意識から３６協定締結

にむけた課題を文書報告していたため、議論の多くが労働時間に集中したのは申し訳なかっ

た。  

議論を通じて、労働時間に対する法規制を活かした取組みはやはり民間労組に一日の長が

あると感じた。公務労働組合は民間労組の取組みや、武器としての労基法を学びなおすこと。

そして「３０分や１時間程度は残業と思っていなかった」と答える組合員が少なからずいる

現状のなか、法改正を契機に労働時間の考え方が崩れだしている現場の実態から仲間と共に

学んでいく丁寧さが問われている。  

とはいえ、官民問わず長時間労働の実態に差はなく、原因としてコストカットを前提にし

た使用者の姿勢（採用より長時間労働で手当支給の方が安上がり）以外にも、運輸部門での

運転手が確保できない現状も長時間労働に拍車をかけていることも課題である。一方で労働

力の移動が進まない要因として法規制（運転手でいえば免許制度の変更による部分）がある

としても、そもそも労働環境が厳しい現実やそれに見合う賃金実態にないこともある。この

辺りは特別報告の関西地区生コン支部の生コン車の運賃改善の取組み課題とも一致している。 

二日目の外国人労働者問題の課題については、ニュースで聞きかじる程度ではいかに浅い知

識であるかを恥じた。また、全体討論での練馬区立図書館専門員労働組合のストを構えた闘

いの報告は、長年かけて取り組んできた組合員の団結のうえにたった現場に根差した報告で、

運動の原点を思い返す契機となったことに感謝をしたい。全体を通じて色々と学びなおすこ

とが出来る良い集会だった。  

一つだけ見直しをお願いしたい点を挙げさせてもらうと、参加者が旧知の仲である人が多
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いようで、知っていることを前提で会議が進むのは、初めて参加する人にとっては少し丁寧

さを欠くと思った。今後、世代交代も含めて新たな参加者が増えるとすれば配慮をお願いし

たい。  

 

Ẽ （自治労・福島県職連合）  

 

⌠╢╕ ─ ─  

 

 １９８３年に県職員となり、先輩言いなりで、様々な労働組合の役員をさせてもらいまし

た。地方公務員法の但し書きで５年が７年に伸びた専従期間も終わり、今年７月には、めで

たく還暦となります。このような研究会に参加するのも、箱根の名湯につかるのも、初めて

づくしでしたが、「いかに運動を組織するか」をみなさん真顔で激論を交わす雰囲気は、とて

も懐かしい思いがしました。  

 １９８０年代の出来事といえば、土光臨調行革、国鉄民営化、連合の誕生といったところ

でしょうか。私の経験したストライキといえば、人勧の凍結・値切りに抗議して春闘期に行

う「何の処分も受けない２９分の時間内食い込み集会」です。４００人の合同庁舎で参加者

は私を含めたった３人でした。闘い勝ち取る組合と何も獲得できずシュン（春闘）となる組

合への２極化。思えば現在の「格差社会」のはじまりだったかも知れません。  

 ところで、授業中に内職してしまう私が、しばしば頭に浮かんだのは、青年労働学校で聴

いた「ぬるま湯でカエルを殺す方法」です。カエルを殺す方法は２つあり、石礫で一気に叩

き殺す方法と、泳がせたぬるま湯をゆっくり温めてやがて煮殺す方法です。講師は語りかけ

ました。前者は国鉄民営化、後者が地方行革ですよ。役所では遅れず・休まず・働かず・闘

わず（組合運動しない）はいけません。やがて多くの自治体が、回り番での退職者一部不補

充によって人員を削減し、どの職場も、いつのまにか酒飲み仲間も喧嘩相手もいなくなりま

した。講師の教えは本当だったのです。  

 護憲・反核・反戦・平和運動には語り部が必要です。やがてリタイヤする私にできること

は「ぬるま湯の中の反行革闘争」の語り部でしょうか。  

 

Ẽ （自治労・新潟県職労中蒲原支部）  

 

⌐ ⇔ ↑╢⌂⅛≢   ( )╩   

 

私は、全国自治体労働運動研究会の運営委員会に参加しています。  

自治体研が活動を始めた当初は伊豆の国労研修センターで「２泊３日」で開催してき

た「全国自治体労働運動研究交流集会」も既に「21 回」を数えますが、（全てが全日程で

はありませんが）毎回欠かさずに参加してきた私としては、労運研「討論集会」への参

加は自然なことであり、第７回まで参加し続けてきました。  

 第４回までは水道会館での開催でしたが、そこでの印象は、…「しゃべりたがりの方

が大勢おられるなぁ」というのが正直な感想でした。次から次へと手が挙がり、言いた
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いことがたくさんあり、「報告時間が足りない」という感想も多かったのではないでしょ

うか。  

 そうした中でも私は、「毎回、聞くだけではいけないのではないか？」と考えだし、「参

加した以上は、自分もしゃべらなければ！」という思いに駆られ、終了時間が迫るなか

無理して手を挙げてしまいました。しかし、きちんと準備をしていませんでしたから、

まとまらない報告・発言で終わってしまい、「ムリしなければ良かった」と反省した次第

です。それ以来、無理して報告しようとは思いませんが、逆に「報告される皆さんの内

容・中身が新鮮に感じ、考えさせられる」と思え、「素直に学べる集会・内容だなぁ」と

改めて感じられるようになっています。  

 それは、第５回以降から箱根湯元を会場にすることで、全体で宿泊交流するスタイル

となり、夕食交流会もさることながら「部屋呑み」（二次会）がとても大事な時間となっ

ていることもあると思います。先輩諸氏の人となりが醸し出され、本音の語り合いは聞

いているだけでもとても重要な中身です。  

 課題としては、この場に若い人たちからも参加してもらえることもありますが、この

場に参加した私たちが、この集会で学べることを各地域でも同様に広めていく・繋げて

いくことだろうと考え、それを模索していきたいと思います。  

 そのためにも、全国各地でたたかう皆さんのお陰をもって準備していただいている「集

会基調（案）」でありますが、単組の大会等で連合路線に反対し「（補強）修正案」を準

備し議論を進めている私にとっては貴重な「参考書」であり、とても助かっており有効

活用させていただいております。（勿論、「理解できる」「自信と勇気のわいてくる基調案

だ」という意味からです。）  

 そういう意味から、労運研の取り組みに「参加させてもらってありがいたい」という

思いもありますが、むしろ「自分も参加しているから、この集会が続けられている」と

思えるように学び、交流を深めていきたいし、地元・地域での活動に活かしていきたい

と考えています。  

 今、統一自治体選闘争の真っ只中です。「新潟ショック」と言わしめた「立憲野党と市

民」の共闘を７月の参議院選（新潟＝１人区）に向けて再構築すべく、特に県議におい

ては「無投票で保守現職」を阻止するために、『バランスのとれた県議会を実現する県民

の会』を立ち上げ、各地で奮闘しています。  

 「情勢が厳しい」のは、主体的条件の弱さでもありますが、（攻撃が強いのは）敵側の

相対的情勢も厳しいことの裏返しであり、攻撃が強ければそれだけ反撃できる条件は高

まっているはずです。共にがんばりましょう！  

 

Ẽ （ 新 運 転 東 京 地 本 委 員 長 、 労 供 労 組 協 副 議 長 ）  

 

私 は 、 労 運 研 に 最 近 会 員 と な っ た ば か り で 、 今 回 の 合 宿 が 初 参 加 で し た 。  

伊 藤 彰 信 事 務 局 長 と の 長 い お 付 き 合 い に も 拘 ら ず 、 沖 縄 闘 争 と 労 供 事 業 （ 労 働 組

合 が 行 う 労 働 者 供 給 事 業 ） と い う 自 分 の 運 動 エ リ ア の 狭 さ を 実 感 し た 次 第 。 実 際 、

他 の 参 加 者 同 士 は 旧 知 の 間 柄 と い う 感 じ の 一 方 、 私 の 場 合 は ほ ん の 数 人 知 っ た 顔 が
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い た ぐ ら い 。 初 日 の 全 体 会 議 で は 、 練 馬 の 図 書 館 司 書 の 非 常 勤 組 合 の ス ト を 構 え た

闘 い と ス ト を 闘 っ た 関 西 生 コ ン 支 部 へ の 権 力 弾 圧 の 特 別 報 告 そ れ ぞ れ に 感 動 と 怒 り

を 覚 え 、 伊 藤 事 務 局 長 の 基 調 報 告 に 連 合 に 加 盟 し な が ら 労 供 事 業 の 拡 充 を 目 指 す 自

分 自 身 の 取 り 組 み の 不 十 分 さ を 痛 感 し た 次 第 で す 。  

そ し て 私 が 第 三 分 科 会 を 選 ん だ 理 由 は 、 労 供 事 業 に 取 り 組 ん で ６ ０ 年 に な る 新 運

転 東 京 の 主 な 労 供 先 が 行 政 と 請 負 契 約 を し て い る 中 小 零 細 の 清 掃 事 業 者 で 、 文 字 通

り 公 共 サ ー ビ ス の 一 翼 を 担 う 非 正 規 労 働 者 と し て 組 合 員 が 就 労 し て い る か ら で す 。

し か も 、 清 掃 事 業 が 東 京 都 か ら ２ ３ 区 に 移 管 さ れ て ２ ０ 年 近 く と な り 、 そ の し わ 寄

せ が 現 場 で 働 く 我 々 の 組 合 員 に の し か か っ て い る 現 状 を 「 公 共 サ ー ビ ス を 取 り 戻 す

闘 い 」 の 我 々 な り の 表 現 で 「 清 掃 現 場 の リ バ ラ ン ス ・ 再 調 整 ・ 再 調 和 」 を 求 め て い

る か ら で す 。  

分 科 会 は 、 来 年 4 月 か ら 導 入 さ れ る 会 計 年 度 任 用 職 員 制 度 に 対 す る 臨 時 職 員 、 非

正 規 労 働 者 の 組 織 化 の 取 り 組 み を め ぐ っ て の 議 論 が 中 心 だ っ た 中 で 、 新 運 転 の 労 供

事 業 を 紹 介 さ せ て 貰 い ま し た 。 そ の 時 の 発 言 の 趣 旨 は 、 学 校 現 業 公 務 員 労 組 が 労 供

事 業 の 許 可 を 取 っ て 学 校 現 場 で の 偽 装 請 負 下 で 働 く 非 正 規 労 働 者 の 低 賃 金 と 請 負 業

者 の 暴 利 、 そ し て 行 財 政 の 適 正 運 営 と い う 「 三 方 よ し 」 を 掲 げ て 行 政 と の 直 接 供 給

契 約 を 求 め て い る こ と 。 ま た 、 私 た ち の 組 合 が 作 っ た 派 遣 事 業 体 と 行 政 が 直 接 清 掃

労 働 者 の 派 遣 契 約 を し て 、 清 掃 現 場 の リ バ ラ ン ス に 取 り 組 も う と し て い る こ と 。 そ

し て 、 連 合 東 京 の 行 政 関 連 ユ ニ オ ン が 労 供 事 業 実 施 を 決 定 し 、 い わ ゆ る 官 製 ワ ー キ

ン グ プ ア 問 題 を 解 決 す る と の 方 針 を 決 定 し た こ と な ど を 挙 げ て 、「 官 か ら 民 へ 」 と い

う 大 き な 流 れ に 抗 す る た め に 、 公 契 約 の 当 事 者 を 民 間 営 利 事 業 者 だ け に 任 せ る だ け

で は な く 、 労 働 組 合 こ そ 積 極 的 に 参 与 す べ き だ と い う こ と で す 。 そ の こ と を 労 供 労

組 協 が 発 行 し た パ ン フ レ ッ ト で は 「 派 遣 は ダ メ ！ 労 供 を 始 め よ う ！ 」 と 表 現 し て き

た こ と を 二 日 目 の 討 論 に は 参 加 で き な か っ た の で 、 今 後 議 論 の 方 向 性 の 一 つ と し て

お 願 い し て 感 想 で 締 め く く り ま す 。  

 

 

第 7 回労働運動研究討論集会に参加された方から感想が多く送られてきました。率直な感

想、ありがとうございます。  

 19 春 闘 は 、「働 き方改 革法」 の施 行、春 闘の 転換点 での 闘いと なり ます。 労働 条件の 再点

検 、 労働 組 合の 原点 に戻 っ た運 動 づく りが 求め ら れま す 。 現 場の 闘い を 「労 運 研レ ポー ト」

に投稿してください。  

 雇 用共 同 アク ショ ン＠ 新 潟の シ ンポ ジウ ム の 報 告は 、 シン ポジ ウム の コー デ ィネ ータ ーだ

っ た 東海 林 智さ ん（ 元新 聞 労連 委 員長 ）の 記事 の 切り 抜 きを 使わ せて も らい ま した 。新 潟版

の記事ですので、他県の人の目に触れませんから。（ I）  

 


